
















【付表① 令和 ６ 年度市町決算の状況】

（単位：千円、％）

歳入総額 歳出総額 実質収支 単年度収支 地方債現在高 財政力指数 経常収支比率
４＋５＋６

3

佐 賀 市 118,508,922 116,748,526 1,161,595 △ 47,268 87,322,735 0.63 93.4

唐 津 市 89,713,035 86,880,713 1,784,935 1,042,819 85,684,727 0.43 89.7

鳥 栖 市 34,724,625 33,544,615 810,032 △ 158,017 22,979,646 0.91 87.8

多 久 市 18,025,026 17,660,973 298,963 △ 9,361 14,604,087 0.35 92.7

伊 万 里 市 36,967,079 36,153,575 728,009 △ 173,540 22,561,564 0.59 90.7

武 雄 市 29,602,410 28,334,259 1,054,561 △ 357,938 24,655,903 0.49 97.1

鹿 島 市 17,298,266 16,989,425 244,735 △ 13,736 13,327,098 0.47 94.1

小 城 市 25,938,251 25,083,230 360,167 △ 236,981 17,560,685 0.42 94.9

嬉 野 市 21,988,785 20,742,687 666,831 69,243 10,005,808 0.39 95.5

神 埼 市 21,422,833 20,644,792 628,007 84,926 17,335,701 0.43 94.1

吉野ヶ里町 13,762,299 13,488,368 173,468 173,149 6,565,373 0.52 90.0

基 山 町 10,245,198 9,889,021 316,987 26,428 5,725,961 0.63 89.7

上 峰 町 11,858,255 11,050,345 710,746 512,197 2,491,092 0.52 88.0

み や き 町 24,020,148 23,216,820 638,377 △ 35,842 13,559,317 0.42 98.5

玄 海 町 11,539,046 10,507,429 630,672 361,750 0 1.42 83.0

有 田 町 15,001,915 14,479,150 478,394 △ 105,368 10,254,357 0.35 95.1

大 町 町 5,012,319 4,825,186 148,278 15,752 4,249,892 0.29 90.2

江 北 町 7,510,465 7,207,745 281,048 185,906 4,486,608 0.38 83.8

白 石 町 17,412,776 16,798,703 556,178 △ 124,641 13,807,880 0.33 93.5

太 良 町 7,347,529 7,172,781 159,643 1,844 4,187,824 0.26 92.0

市 計 414,189,232 402,782,795 7,737,835 200,147 316,037,954 0.51 93.0

町 計 123,709,950 118,635,548 4,093,791 1,011,175 65,328,304 0.51 90.4

県 計 537,899,182 521,418,343 11,831,626 1,211,322 381,366,258 0.51 91.7

※　財政力指数、経常収支比率については、市計、町計、県計をそれぞれ市平均、町平均、県平均（いずれも単純平均）と読み替える。

(令和6年度末現在)



【付表② 財政用語解説】

見 方 等用 語

(2)

基準財政収入額

算 式

実質収支額

×１００（％）

経常経費充当一般財源の額

財 政 力 指 数

経常収支比率

　財政構造の弾力性を測定する比率として使われてい
る指標である。この比率が低いほど新たな行政需要に
弾力的に対応できることになり、財政構造に弾力性が
あることになる。

の算式によって得た比率の過去３ヵ年の数値の平均

標準財政規模＋臨時財政対策債発行可能額

　財政運営の健全性を示す指標で、おおむね３～５％
程度が望ましいと考えられている。

(3)

経常一般財源総額＋減収補てん債特例分
＋(猶予特例債)＋臨時財政対策債

(1)

基準財政需要額

×１００（％）

実質収支比率

　財政力指数が「１」に近くあるいは「１」を超えるほど財
政力が強いとされ、当該年度の基準財政収入額が基
準財政需要額を超える場合は普通交付税の不交付団
体となる。


